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    公 安 委 員 会 告 示     

  

鹿児島県公安委員会告示第35号 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。 

  令和８年４月21日 

                     鹿児島県公安委員会委員長  鑪野孝清    

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号 

ぱちんこ遊技機 Ｐ遊ｍｏｒｅＬＴエガブレイブＡ

Ｘ４ 

豊丸産業株式会社 610163 

ぱちんこ遊技機 ｅ虚構推理ＭＨＪＴ 株式会社ディ・ライト 610122 

 

鹿児島県公安委員会告示第36号 

 平成17年３月４日鹿児島県公安委員会告示第９号（欠格事由に関する診断を行う医師の指

定）の一部を次のように改正する。 

  令和８年４月21日 

                     鹿児島県公安委員会委員長  鑪野孝清    

 表を次のように改める。 

医療機関の名称 所   在   地 医師の氏名 指定年月日 

鹿児島県立姶良病院 姶良市平松6067番地 畑 幸宏 令和８年４月９日 

鹿児島県立姶良病院 姶良市平松6067番地 堀切 靖 令和３年４月22日 

 

鹿児島県公安委員会告示第37号 

 令和６年12月20日鹿児島県公安委員会告示第137号（銃砲刀剣類所持等取締法に規定する診

断を行う医師の指定）の一部を次のように改正する。 

  令和８年４月21日  

                     鹿児島県公安委員会委員長  鑪野孝清    
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 表中「第８条第３号」を「第11条第３号」に、「田中脳神経外科クリニック」を「田中脳神

経外科・頭痛クリニック」に、「鹿児島市山之口町１番30号」を「鹿児島市上之園町25番４号

鹿児島甲南スクエア202」に改める。 

 

鹿児島県公安委員会告示第38号 

 銃砲刀剣類所持等取締法に規定する診断を行う医師の指定に関する規則（平成21年鹿児島県

公安委員会規則第13号）第２条の規定に基づき指定した医師について、その一部を指定解除し

たので、同規則第５条の規定により告示する。 

  令和８年４月21日 

                     鹿児島県公安委員会委員長  鑪野孝清    

氏    名 勤務する病院名 病院の所在地 診断の対象者 解除年月日 

山畑 良藏 鹿児島県立姶良

病院 

姶良市平松6067

番地 

銃砲刀剣類所持等取締

法（昭和33年法律第６

号）第５条第１項第３

号に規定する政令で定

める病気（銃砲刀剣類

所持等取締法施行令

（昭和33年政令第33

号）第11条第３号に掲

げる病気を除く。）に

かかっている者並びに

同法第５条第１項第４

号及び第５号に掲げる

者 

令和８年３

月31日 

 

鹿児島県公安委員会告示第39号 

 銃砲刀剣類所持等取締法に規定する診断を行う医師の指定に関する規則（平成21年鹿児島県

公安委員会規則第13号）第２条の規定に基づき次の医師を指定したので、同規則第５条の規定

により告示する。 

  令和８年４月21日 

                     鹿児島県公安委員会委員長  鑪野孝清    

氏    名 勤務する病院名 病院の所在地 診断の対象者 指定年月日 

畑 幸宏 鹿児島県立姶良

病院 

姶良市平松6067

番地 

銃砲刀剣類所持等取締

法（昭和33年法律第６

号）第５条第１項第３

号に規定する政令で定

める病気（銃砲刀剣類

所持等取締法施行令

（昭和33年政令第33

号）第11条第３号に掲

げる病気を除く。）に

かかっている者並びに

同法第５条第１項第４

号及び第５号に掲げる

者 

令和８年４

月21日 

 


